
キャリア形成プログラム運用指針（令和３年１２月１日改正） 

 

第１ キャリア形成プログラムについて（省略） 

 

第２ キャリア形成卒前支援プランについて  

１．キャリア形成卒前支援プランの概要 

キャリア形成卒前支援プランとは、各大学で実施している医学部の教育カリキュラムを基盤とし

つつ、地域医療へ貢献する意思を有する学生に対し、地域医療や将来の職業選択に対する意識の涵

養を図り、対象学生が学生の期間を通じて、地域医療に貢献するキャリアを描けるように支援をす

ることを目的として、都道府県が大学の協力も得つつ策定した計画案により地域医療対策協議会に

おいて協議の調った事項に基づき策定する計画をいう。  

キャリア形成プログラムは、卒業後の医師を対象とするものであるのに対し、キャリア形成卒前

支援プランは、将来キャリア形成プログラムの適用を受けることについて同意が得られた学生を対

象とするものとする。  

キャリア形成卒前支援プランは、キャリア形成プログラムへ連続するものとし、これらは卒業前

と卒業後で一貫して運営することを目途とする。  

都道府県は、大学や医療機関等と連携し、キャリア形成卒前支援プランにおいて、学生の地域医

療等に対する意識の涵養を図るためのプロジェクト（以下「卒前支援プロジェクト」という。）を

策定する。卒前支援プロジェクトは、原則として、当該都道府県内で行うこととする。なお、大学

における医学部の教育カリキュラムに支障がないよう、大学側と綿密に連携した上で卒前支援プロ

ジェクトを設定するものとする。  

 

２．キャリア形成卒前支援プランの内容  

（１）対象者  

ア キャリア形成卒前支援プランは、次に掲げる者を対象とするものとする。  

① 地域枠で入学した学生  

② 従事要件がある地元出身者枠で入学した学生  

③ 自治医科大学の学生  

④ その他キャリア形成プログラムの適用について同意した学生  

イ キャリア形成卒前支援プランの適用については、令和５年度以降に大学の医学部に入学した

者に限るものとし、それ以前の入学者については、都道府県は、その者の同意を得て、キャリ

ア形成卒前支援プランを適用するよう努めるものとする。  

ウ キャリア形成卒前支援プランを適用する際は、都道府県は、対象者に必ず事前に同意を取る

こととする。  

（２）卒前支援プロジェクトの設定  

キャリア形成卒前支援プランの卒前支援プロジェクトは必ず１つは設定することとする。ま

た、特定の診療領域や政策的に確保が必要な診療領域のための卒前支援プロジェクトを追加して

設定することができるものとする。 

（３）対象期間  

キャリア形成卒前支援プランの各卒前支援プロジェクトの対象期間は、入学時又は当該プラン

への適用の同意を得た時から卒業時までとする。  

（４）卒前支援プロジェクトの内容等 

ア キャリア形成卒前支援プランの各卒前支援プロジェクトにおいて、都道府県は、地域医療対

策協議会における協議を経て、大学や医療機関等と連携し、地域医療に関する実習や講義の支

援、定期的な勉強会等の開催及び対象学生の支援のための寄附講座の設置等の方法により、対

象学生が将来従事する地域と接する機会を提供し、対象学生の将来地域医療に従事する意識の

向上に資することとする。  

卒前支援プロジェクトは、原則として、医学部の教育カリキュラムとは別に策定するもので

あるが、既存の教育カリキュラム内において、地域医療に関する教育を行っている場合には、

これを活用して卒前支援プロジェクトの枠組みに位置付けることや、連動した取組を実施する

ことが望まれる。  

各卒前支援プロジェクトでは、大学内の講義等にとどまらず、医師の確保を特に図るべき区

域等、将来キャリア形成プログラムにより従事することが見込まれる医療機関や地域において

も行うこととする。  

イ キャリアコーディネーターは、対象学生の支援を行うために、大学等と連携して、各卒前支

援プロジェクトの運営を補助することとする。  

ウ 対象学生が、地域医療に関する勉強会等を自発的に開催する等、卒前支援プロジェクト内に

位置付けられていない取組を行う場合でも、都道府県は、必要に応じて、対象学生の支援を行

うことが望ましい。  

エ 卒業後に一定期間、都道府県内（当該都道府県内の市町村内や大学等に限定される場合も含

む。）で医師として就業する契約を当該市町村や大学等と締結することを要件として市町村や

大学等が独自に設定した定員枠で入学し、将来においてキャリア形成プログラムの適用を希望

した学生が、キャリア形成卒前支援プランの適用を受けた場合は、当該契約内容と整合的にな

るよう卒前支援プロジェクトの内容に配慮することが望ましい。  

（５）キャリア形成卒前支援プランの休止  

都道府県は、対象学生の申出を受けた場合、当該学生へのキャリア形成卒前支援プランの適用

を休止することを可能とする。ただし、休止中であっても、卒業後はキャリア形成プログラムが

適用されることに留意することとする。  

 

３．キャリア形成卒前支援プランの改善等  

（１）キャリア形成卒前支援プランの改善  

都道府県は、毎年度、地域医療対策協議会における協議を経て、キャリア形成卒前支援プラン

の各卒前支援プロジェクト等を改善するよう努めるものとする。  

（２）意見聴取  

ア 都道府県は、キャリア形成卒前支援プランの既存の卒前支援プロジェクトの内容や、新たに

設定又は変更しようとする卒前支援プロジェクトの内容について、対象学生の意見を聴くもの

とする。  

イ 意見聴取は、キャリア形成卒前支援プランの各卒前支援プロジェクトについてそれぞれ行う

ものとする。 

ウ 都道府県は、対象学生から意見を聴いたときは、キャリア形成卒前支援プランの内容に反映

させるよう努めることとする。  

 

４．キャリア形成卒前支援プランの適用  

（１）事前通知  

都道府県は、令和５年度以降に大学医学部に地域枠又は従事要件のある地元出身者枠で入学す

る者に対しては、募集要項に記載すること等により、当該入学者の選抜を実施するときまでに、

対象学生の同意により在学中にキャリア形成卒前支援プランが適用されることを通知することと

する。 

（２）対象学生等による同意  

キャリア形成プログラムの適用の同意の際に、キャリア形成卒前支援プランの適用について理

解を得られた場合は、キャリア形成卒前支援プランの適用を受けることについても、あわせて同

意を行うものとする。  

（３）その他  

キャリア形成卒前支援プランは、都道府県とキャリア形成卒前支援プランの適用を受ける対象

学生の間で合意された取組であり、都道府県と対象学生は、これを履行するよう真摯に取り組ま

なければならないものと位置付けられる。  

 

５．適正な運用の確保  

国は、都道府県によるキャリア形成卒前支援プランの運用状況等について、毎年度フォローアッ

プを行い、必要に応じ、都道府県に対し改善を求めるものとする。 

参考資料３ 


